
※別紙

　　＜研修修了要件と分配について＞　例：（認定）A:２人、B：４人の場合

　　　令和６年度については、「A」または「B」と発令し、分配を行う職員について、「A」「B」両方が研修修了要件を満たしていることが必要です。

・幼稚園または認定こども園

「A」＝30時間の所定の研修を修了していること　「B」＝15時間の所定の研修を修了していること

・保育所または地域型事業所

「A」＝２分野の所定の研修を修了していること　「B」＝１分野の所定の研修を修了していること

　　　・ケース１（「A」または「B」に任命された職員のうち、１名が研修修了要件を満たしていない場合）

★「修了」＝令和６年３月末までに修了（以下、同じ）

　　　・ケース２（「A」「B」と任命された職員のうち、１名が ”令和6年9月” に研修修了要件を満たした場合）

月額 10万円の改善（40,000円×２人、5,000円×４人）

5千円

Ａ：副主任保育士等

修了 修了

Ｂ：職務分野別等

5千円 5千円

未修了

不適用

※研修修了要件を満たしていないため、

処遇Ⅱ要件不足として、不適用

月額 10万円の改善（40,000円×2人、5,000円×4人）

2万円

修了

Ｂ：職務分野別等

5千円 5千円

９月から

※研修修了要件を満たしていないため、

４月～8月は処遇Ⅱ要件不足として、

その期間内の加算は不適用

R6.9

5千円4万円4万円

修了修了修了

2万円
4万円4万円

Ａ：副主任保育士等

修了 修了
修了 修了


